
目

次

公

告

△

一
般
競
争
入
札

(

大
学
企
画
管
理
室)

…
…
…
一

公公公

告告告

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
こ
と
と
し
た
の
で�

広
島
県
契
約
規
則
(昭
和

39年
広
島
県
規
則
第

32号
)
第

16条
の
規
定
に
よ
っ
て
公
告
す
る

。

平
成

18年
12月

25日

広
島
県
知
事

藤
田

雄
山

県
一
般

18第
56号

１
調
達
内
容

�
借
入
件
名
及
び
数
量

公
立
大
学
法
人
県
立
広
島
大
学
人
事
給
与
財
務
会
計
ネ
ッ
ト
ワ

ーク
シ
ス
テ
ム

一
式

�
借
入
件
名
の
特
質
等

入
札
説
明
書
に
よ
る

。

�
借
入
期
間

平
成

19年
２
月
１
日
か
ら
平
成

19年
３
月

31日
ま
で
(全
体
契
約
期
間

60か
月
)

�
借
入
場
所

県
立
広
島
大
学
広
島
キ
ャ
ン
パ
ス�

庄
原
キ
ャ
ン
パ
ス
及
び
三
原
キ
ャ
ン
パ
ス �

入
札
方
法

上
記�

の
件
名
に
よ
り
総
価
で
入
札
に
付
す
る

。

�
入
札
書
の
記
載
方
法
等

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は�

入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
５
パ

ーセ
ン
ト
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額
(５
パ

ーセ
ン
ト
を
加
算
し
た
結
果
１
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は�

そ

の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る

。)
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で�

入
札
者
は�

消
費

税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず�

契
約
し
よ
う

と
す
る
希
望
金
額
の

105分
の

100に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と

。

２
入
札
参
加
資
格

�
平
成

14年
広
島
県
告
示
第

1228号
(平
成

15年
４
月
１
日
か
ら
平
成

19年
12月

31日
ま
で
に
県
が
発

注
す
る
物
品
の
売
買�

修
理�

借
入
れ
な
ど
の
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
資
格
及
び
資
格
審
査
の
申
請
手
続
な
ど
)
に
よ
っ
て
資
格
を
認
定
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と

。

�
地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和

22年
政
令
第

16号
)
第

167条
の
４
の
規
定
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と

。

�
広
島
県
の
｢物
品
の
競
争
入
札
等
に
係
る
指
名
除
外
要
領
｣
に
基
づ
く
指
名
除
外
を
本
件
調
達
の
公

告
日
か
ら
入
札
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と

。

３
入
札
参
加
条
件

�
上
記
２
の
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と

。会
社
と
し
て
リ

ース
契
約
が
で
き
な
い
場
合
に
は�

同

様
に
資
格
を
有
す
る
リ

ース
会
社
と
連
名
で
入
札
す
る
こ
と

。

�
借
入
物
品
に
係
る
迅
速
な
ア
フ
タ

ーサ

ービ
ス
及
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る

者
で
あ
る
こ
と

。

�
学
校
教
育
法
(昭
和

22年
法
律
第

26号
)
に
基
づ
く
大
学
に
お
い
て�

本
件
調
達
で
導
入
を
計
画
し

て
い
る
｢人
事
給
与
財
務
会
計
ネ
ッ
ト
ワ

ーク
シ
ス
テ
ム
｣
に
類
似
し
た
シ
ス
テ
ム
を
過
去
５
年
以
内

に
納
入
し
た
実
績
が
あ
る
こ
と

。

�
広
島
県
内
に
本
社
又
は
支
社
を
有
し�

障
害
発
生
時
等
に
緊
急
な
対
応
が
可
能
な
者
で
あ
る
こ
と

。

４
入
札
手
続
等

�
入
札
書
の
提
出
場
所
及
び
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所

〒
730－

8511
広
島
市
中
区
基
町

10番
52号

広
島
県
県
民
生
活
部
総
務
管
理
局
大
学
企
画
管
理
室
(広
島
県
庁
舎
南
館
２
階
)

�
入
札
説
明
書
の
交
付
期
間
及
び
入
手
方
法

ア
交
付
期
間

平
成

18年
12月

26日
(火
)
か
ら
平
成

19年
１
月
４
日
(木
)
ま
で
(土
曜
日�
日
曜
日
及
び
広

島
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
(平
成
元
年
広
島
県
条
例
第
２
号
)
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く

。)
の

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間�

随
時
交
付
す
る

。
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古紙配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています

郵
送
等
の
場
合
は�

平
成

19年
１
月
４
日
(木
)
の
午
後
５
時
ま
で
に
到
着
し
た
も
の
ま
で
受
け

付
け
る

。

イ
入
手
方
法

上
記�

の
場
所
で
直
接
受
け
取
る�

又
は
郵
送
で
請
求
す
る
こ
と

。た
だ
し�

郵
送
に
よ
る
請
求

の
場
合
は�

返
信
用
の
封
筒
及
び
切
手
を
同
封
す
る
こ
と

。

�
入
札
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所

ア
日
時

平
成

18年
12月

28日
(木
)

午
後
１
時

イ
場
所

広
島
県
庁
舎
南
館
１
階
用
度
室
入
札
室

�
入
札
書
の
提
出
期
限
及
び
提
出
方
法

ア
提
出
期
限

平
成

19年
１
月

15日
(月
)

午
後
５
時

郵
送
等
の
場
合
は�

期
限
内
必
着
と
す
る

。

イ
提
出
方
法

持
参
又
は
郵
送
等
(書
留
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
[平
成

14

年
法
律
第

99号
]
第
２
条
第
６
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
又
は
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る

特
定
信
書
便
事
業
者
の
提
供
す
る
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
信
書
便
の
役
務
の
う
ち
書
留
郵
便
に
準

ず
る
も
の
に
限
る

。)
に
よ
る

。

�
開
札
の
日
時
及
び
場
所

ア
日
時

平
成

19年
１
月

16日
(火
)

午
前

10時
30分

イ
場
所

広
島
市
中
区
基
町

10番
52号

広
島
県
庁
舎
南
館
１
階
用
度
室
入
札
室

５
そ
の
他

�
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

�
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

免
除

�
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務

本
件
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は�

入
札
説
明
書
に
明
記
さ
れ
て
い
る
必
要
書
類
を

平
成

19年
１
月

11日
(木
)
ま
で
に
上
記
４�

に
示
す
場
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

入
札
者
は�

開
札
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て�

契
約
を
担
当
す
る
職
員
か
ら
当
該
書
類
に
関
し

て
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は�

こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

�
入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
に
よ
る
入
札�

入
札
参
加
条
件
を
満
た
さ
な
い
者
に
よ

る
入
札�

入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
に
よ
る
入
札
そ
の
他
広
島
県
契
約
規
則

第
21条

各
号
に
該
当
す
る
入
札
は�

無
効
と
す
る

。

�
契
約
書
作
成
の
要
否

要

�
落
札
者
の
決
定
方
法

入
札
説
明
書
で
指
定
す
る
性
能
等
の
要
求
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
提
案
を
し
た
者
で�

広
島

県
契
約
規
則
第

19条
の
規
定
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
提

示
し
た
も
の
を
落
札
者
と
決
定
す
る
最
低
価
格
落
札
方
式
と
す
る

。

�
そ
の
他

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る

。

６
問
い
合
わ
せ
先

〒
730－

8511
広
島
市
中
区
基
町

10番
52号

広
島
県
県
民
生
活
部
総
務
管
理
局
大
学
企
画
管
理
室
(広
島
県
庁
舎
南
館
２
階
)

電
話
(082)

513－
2753

(ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
)
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